
 

「肥料の品質の確保等に関する法律」（肥料法）に基づく肥料の確認について   

  

肥料法に基づく肥料の確認については，以下のいずれかの方法を参考に御確認ください。基本は

肥料袋に掲載されている①で確認できますが，①で確認できない場合は②～④の方法で確認して

ください。また，確認後は下部の確認欄にチェックの上，申請時に提出ください（１枚で可）。   

  

 

※「地力増進法に基づく表示」のみの記載があるものは土壌改良資材のため対象外となります。   

  

②肥料登録銘柄検索システムを利用した確認（登録肥料）   

URL：http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub4.html   

※留意事項：検索システムで確認できる肥料は登録肥料のみです。届出肥料の場合は③又は④での確

認となります。   

③肥料製造会社へ電話等で確認（登録肥料・届出肥料）   

※肥料登録もしくは肥料届出を行っているか確認します。   

   

④沖縄県営農支援課へ確認（沖縄県への届出肥料）   

※沖縄県で確認できるのは，県へ届出している特殊肥料及び県で登録を受けた普通肥料です。 
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 ※                                                                                ✓を入れる 



   

参考 「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づく肥料の分類   

    

   

 
  

  

  

  

参考：「新たな肥料の配合ルール等について」（令和３年７月 農林水産省）   

     
  

      
  

  
  

  
  

  
  

   

     
  

      
  

    

     

    

     

    

    

    

 

    

      

  

     

   

   

     


